
令和３年第５回中津川市議会（定例会） 

提出予定議案 

令和３年第５回中津川市議会（定例会）に、条例７件、その他９件、補正予算４件、

合計２０件の議案を提出します。 

（条 例） 

１、中津川市税条例の一部改正について 

地方税法の一部改正に伴い、及び規定等を整理するため、改正する。

①令和３年度地方税法の改正に伴うもの 

ⅰ 非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し 

個人住民税の均等割及び所得割の課税・非課税を判定する基準として用いる「扶養親

族」の対象から３０歳以上７０歳未満の国外に居住する親族を除外する。 

ⅱ 寄附金控除制度における寄附金の範囲の見直し 

特定公益増進法人等に対する寄附金のうち、出資に関する業務に充てることが明らか

な寄附金について、寄附金控除の対象から除外する。 

ⅲ セルフメディケーション税制の延長 

所得控除を受けることができる特例を、範囲を拡大したうえで適用期限を５年延長し、

令和８年１２月までに支払った対価を対象とする。 

②中津川市税条例の構成見直し 

現在の中津川市税条例は、国の例示している市税条例（例）と構成が一致しておらず、毎

年の税制改正等による改正時には事務作業に多大な時間を要しているため、構成を揃える。

③関係条例の整備等 

ⅰ ②に伴い、以下の条例に条ずれ等が生ずるため、整理する。 

・明知鉄道株式会社に係る中津川市固定資産税の特例に関する条例 

・中津川市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する

条例 

・中津川市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年中津川市条例第２２号） 

・中津川市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年中津川市条例第３０号） 

・中津川市税条例の一部を改正する条例（令和２年中津川市条例第２６号） 

ⅱ 山口村、坂下町、川上村、加子母村、付知町、福岡町及び蛭川村の編入に伴う中津川市

税条例の適用の特例に関する条例を廃止し、現在も必要な規定を市税条例に規定する。

④施行期日 ①ⅰ  令和６年１月１日 

 ⅱⅲ 令和４年１月１日 

 ②③  令和４年１月１日 
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２、中津川市都市計画税条例の制定について 

中津川市税条例の規定の整理に伴い、制定する。 

①中津川市税条例の規定の整理に伴い、次のとおり中津川市都市計画税条例を制定する。 
第１条 課税の根拠 
第２条 納税義務者等 
第３条 税率 
第４条 賦課期日 
第５条 納期 
第６条 賦課徴収等 

 
②施行期日 令和４年１月１日 

 
３、中津川市土地開発基金条例の廃止について 

中津川市土地開発基金を廃止するため、条例を廃止する。 

①平成２０年度以降、土地開発基金で土地の新規取得はなく、今後も取得見込みがないため

中津川市土地開発基金条例を廃止する。 
 
②施行期日 令和４年３月１日 

 
４、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る中津川市

固定資産税の特例に関する条例の一部改正について 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団

体等を定める省令の一部改正に伴い、改正する。 

①省令の改正により、固定資産税免除の特例を受ける施設の設置期限が「同意日から５年内」

から「令和５年３月３１日」へ変更された。 
 

②条例においても、特例対象施設の設置期限を「同意の日（＊）から起算して５年以内」（令

和４年１２月２１日まで）としているところ、上記省令改正の内容に合わせて、「令和５年

３月３１日」まで延長する改正を行う。 
（＊地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日 Ｈ２９年１２月２２日） 

 

③施行期日 公布の日 

 

５、中津川市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部改正について 

下野小学校、福岡小学校及び高山小学校を統合するため、改正する。 

①中津川市学校規模等適正化基本計画に基づき、下野小学校と福岡小学校及び高山小学校を

統合する。 
 
②小学校の名称及び位置を定める表から下野小学校と高山小学校に関する規定を削り、福岡

小学校の位置を中津川市福岡１番地２２に改める。 
 
③施行期日 令和５年４月１日 

 
 
 



６、中津川市認定こども園の設置等に関する条例の一部改正について 

幼保連携型認定こども園として「山口こども園」を新たに設置するため、改正する。 

①認定こども園として「山口こども園」を加える。 
 
②中津川市幼稚園の設置等に関する条例から、山口幼稚園を削る。 
 
③施行期日 令和４年４月１日 

 
７、中津川市国民健康保険条例の一部改正について 

健康保険法施行令の一部改正等に伴い、改正する。 

①厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会により、産科医療補償制度が見直され、当該制

度の掛金が引き下げられることが了承され、及び少子化対策として出産育児一時金の支給

総額を４２万円に維持すべきとされたことを踏まえ、健康保険法施行令等の一部を改正す

る政令が令和３年８月４日に公布され、令和４年１月１日に健康保険法施行令の一部が改

正される。 
 
②出産育児一時金の額を「４０万４千円」から「４０万８千円」に４千円引き上げる。 

産科医療補償制度掛金の引き下げの額に合わせて加算額を「１万６千円」から「１万２千

円」に４千円引き下げる。 
 
③施行期日 令和４年１月１日 

 
（その他） 
 
１、２、市道路線の認定について 

坂本２９８号線、坂本２９９号線 

１、坂本２９８号線 

起点：中津川市駒場字西山１６６６番２９３３地先 

終点：中津川市千旦林字坂本１４２７番４地先 

２、坂本２９９号線 

起点：中津川市千旦林字坂本１４４７番４地先 

終点：中津川市千旦林字坂本１４６７番１７地先 

・濃飛横断自動車道路整備事業に伴い、一般県道苗木恵那線を市道に認定し、一貫した道

路管理をする。 

 
３、４、市道路線の変更について 

西山～岩屋堂線、中津５３２号線 

３、西山～岩屋堂線 

・市道坂本２９８号線の認定に伴い、路線の一部が重複するため、終点を市道坂本２９

８号線と接する位置に変更し、一貫した道路管理をする。 

４、中津５３２号線 

・県営前川改修工事（仮称）に伴う河川管理用道路に接続する路線として、終点を変更し、

一貫した道路管理をする。 



５、市道路線の廃止について 

中津３７１号線 

・市道中津５３１号線（青木～斧戸線）建設に伴い、市道としての管理が不要となったため、

廃止する。 

 
６～９、指定管理者の指定について 

施設の管理を指定管理者に行わせるため、指定する。 

・議 案 数  ４議案 

・指定施設数  ６施設 

・指定期間  令和４年４月１日～令和７年３月３１日 

議
案

施
設
数

施  設  名 指  定  先 

6 1 中津川市デイサービスセンターひだまり苑 医療法人 みらい 

7 2 中津川市付知デイサービスセンター 社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 

8 

3 中津川市蛭川福祉センター  

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 4 中津川市蛭川デイサービスセンター  

5 中津川市蛭川ショートステイ事業所  

9 6 中津川市坂下交流促進施設 坂下商業開発協同組合 
 
（補正予算） 
 
（その１） 

１ 令和３年度中津川市一般会計補正予算【初日議決】 

２     〃    国民健康保険事業会計補正予算【初日議決】 

（その２） 

３ 令和３年度中津川市一般会計補正予算 

４     〃    病院事業会計補正予算 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 お問い合わせ先 

総務部 総務課 担当者：石原 豊 
電話：0573-66-1111（内線441） 

 


